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「IP防犯ネット」情報 Vol.148 
～コンビニの端末を利用した詐欺って？～ 

コンビニの端末で発券したレシートをレジに持っていき、 

その場で支払いをするという便利なサービスを悪用して、 

架空請求などの詐欺のお金を支払わせる手口が発生しています。 

身に覚えのない請求や、サイト利用料などの名目で高額の支払いを 

請求されたときは、すぐにお金を払わず、一度警察に相談しましょう。 

また、極端に多くの発券をしている方や、高額の支払いをしようとしている方に 

気づいた際には、一声かけることで、被害を防止できる可能性があります。 

みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。 

「振り込め詐欺」という名前が定着しつつありますが、 

実際の手口は「振り込ませる」ものだけではありません。 

たとえば… 

犯人が送り先を指定し、レターパックやゆうパック、 

宅配便などで、お金を送らせる方法です。 

上記の方法でお金を送ることは禁止されています。 

「レターパック・ゆうパック・宅配便でお金を送れ」は詐欺！ 

「代理の者が取りに行く」と言って犯人が直接お金を受け取る方法です。 

新幹線開業に伴い、都心部を拠点とする詐欺グループが、地方の駅まで 

取りに来やすくなり、この手口が増えることが懸念されます。 

知らない人には絶対にお金を手渡さない！ 
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「期限までに支払わないと裁判になり家族に迷惑がかかる」 

「法律違反になるのであなたが逮捕されてしまう」 

「支払ったお金は後で返ってくる」などと言われ、 

怖くなったり冷静さを失ったりして、つい払ってしまうというケースが 

後を絶ちません。少しでも不安に感じたらすぐに相談しましょう。 


